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はじめに 
   

２１世紀を迎えた我が国では、生活習慣病患者の増加や本格的な高齢社会の到来を迎

え、長期投与、複数受診による多剤併用等、医薬品を使用される患者背景は多様化して 

おります。それに応じて医薬関係者においても、患者一人ひとりに最も必要とされる医

薬品情報を適切に取り扱うことが求められており、また、医薬関係者や医薬品流通関係

者による的確な医薬品情報の提供などが求められております。 

このような背景のもと、本県においても、平成１４年７月に神奈川県薬事審議会から

「神奈川県における医薬品適正使用の推進に向けて（最終報告書）」が知事あてに報告さ

れ、その中で、県が講ずべき具体的方策が提言されました。 

この提言を受けて、平成１５年度に医薬品適正使用推進体制整備検討委員会及び専門

委員会を設置し、医薬関係者間の連携体制の整備及び医薬品流通関係者間の連携体制の

整備等について検討を行い、それらの連携体制を構築するための試行用ガイドラインを

作成しました。 

更に平成１６年度においては、試行用ガイドラインの内容を検証するために、医薬品

適正使用推進体制整備モデル事業を実施するとともに、医薬品適正使用推進体制整備モ

デル評価委員会及び専門委員会を設置し、モデル事業の結果を通じて試行用ガイドライ

ンの評価等を行いました。 

その評価の結果、同委員会等において有用性が認められるに至ったことから、ここに

「神奈川県医薬品適正使用連携体制整備ガイドライン」として策定するものです。 
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神奈川県医薬品適正使用連携体制整備ガイドライン 

 
総則 
Ⅰ 目的 
  本ガイドラインは、県民が安心して医薬品による治療を受けられる環境を整備するこ

とを目的として、神奈川県内の医薬関係者及び医薬品流通関係者における、医薬品の適

正使用に係る連携体制とその業務内容の明確化を図るものである。 
Ⅱ 定義 
１  「医薬関係者」とは、病院、診療所及び薬局に従事する医師、歯科医師、薬剤師、
看護師等の医薬品の使用に携わる関係者をいう。 

２  「製薬会社」とは、医薬品の製造販売業者をいう。 
３  「卸売会社」とは、医薬品の卸売一般販売業者をいう。 
４  「医薬品流通関係者」とは、製薬会社及び卸売会社をいう。 
５   「患者情報」とは、患者の既往歴、臨床検査値、医薬品の使用経験、嗜好等の医薬
品を使用するにあたって考慮すべき患者の情報をいう。 

６   「副作用等」とは、医薬品に起因する副作用及び感染症の発生又は発生の疑いをい
い、医療過誤や調剤過誤に起因するものは含まない。また、「副作用等情報」とは、

副作用等に係る情報をいう。 
７   「医薬品情報」とは、医薬品の添付文書の「効能又は効果」、「用法及び用量」及び
「使用上の注意」に記載された情報をいい、改訂された情報も含む。 

８  「情報媒体」とは、医薬品の添付文書、緊急安全性情報、再審査・再評価結果のお
知らせ文書、使用上の注意の改訂お知らせ文書、医薬品安全対策情報、インタビュ

ーフォーム等、医薬品情報が記載された情報提供媒体をいい、病院、診療所及び薬

局で作成されたものも含む。 

９  「ＭＲ」とは、製薬会社における医薬情報担当者をいう。 
10  「ＭＳ」とは、卸売会社における医薬品卸販売担当者をいう。 
Ⅲ 医薬品情報分類 
  本ガイドラインにおいては、医薬品情報を別表のとおり３段階に分類し、致死的、重

篤又は非可逆的な健康被害の発生に関与する可能性が高いものから「情報分類Ⅰ」、「情

報分類Ⅱ」、「情報分類Ⅲ」とする。 
Ⅳ 関係者の守秘義務 
  医薬関係者及び医薬品流通関係者は、業務上知り得た患者情報について、個人情報の

保護に関する法律の適用に留意し、厳格に取扱わなければならない。さらに医師、薬剤

師、卸売会社は、業務上知り得た患者情報について、刑法第１３４条による秘密漏示の

制限があることに留意しなければならない。 

  なお、個人情報に該当する患者情報を第三者へ提供する場合は、事前に本人の同意を

得て行う。 
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第１部 医薬関係者間連携体制整備ガイドライン 
Ⅰ 病院における体制の整備 
１ 医薬品情報責任者の設置及び業務 

（１） 病院において、医薬品情報及び副作用等情報を一元的に取扱う者として医薬品

情報責任者を設置し、薬剤師から選任する。 

（２） 医薬品情報責任者は、次に掲げる業務を行う。 

  ア 製薬会社等から提供される医薬品情報（情報媒体）の収集、整理、保管、管理、

病院内における医薬関係者への提供 

イ アの業務のうち医薬品情報分類Ⅰ及びⅡに該当する新規情報の収集時における

迅速なる情報整理及び情報提供 

ウ 病院内の医薬関係者から製薬会社又は卸売会社へ情報提供した副作用等情報及

び厚生労働省へ報告した副作用等情報の収集、整理、保管、管理、病院内における

医薬関係者への提供 

２ 医薬品の適正使用に係る連携を推進する委員会の設置及び業務 

（１） 病院に薬剤部門を事務局とする医薬品の適正使用に係る連携を推進する委員会

を設置する。ただし、既存の組織（薬事委員会等）で対応する場合はこの限りで

はない。 

（２） 医薬品の適正使用に係る連携を推進する委員会は、次に掲げる業務を行う。 

ア 医薬品の適正使用に係る連携業務手順書（以下「連携業務手順書」という。）の

内容の検討 

イ 医薬品情報の収集に使用する情報媒体の選択 

ウ 病院内における医薬関係者の連携に関する定期的協議 

エ 病院内における医薬関係者の連携に改善が必要な場合の改善措置の実施 

３ 病院内の医薬関係者の業務 

（１） 医薬関係者は、病院内及び病院外の医薬関係者と患者情報を共有化するために、

次に掲げる業務を行う。 

ア 医薬関係者は、患者所有のお薬手帳など医療に係る情報を記載できる帳票類（以

下「お薬手帳等」という。）に、現病歴、副作用歴について記載する。その他の患

者情報については、次に掲げる事項を参考として必要に応じて記載する。 
なお、お薬手帳等への記載にあたっては、必ず患者の同意を得ることとし、ま

た、お薬手帳等へ記載された患者情報の管理は、原則的に患者自身が行うことと

する。 

 ①既往歴 

 ②医薬品の服用歴 

 ③その他、臨床検査値など医薬品の適正使用にあたって必要な情報 
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イ 医薬関係者は、他の医薬関係者、患者本人、看護人がお薬手帳等へ記載した患者

情報を確認する。 

ウ 医薬関係者は、患者がお薬手帳等を所有していない場合や、患者と相対していな

いが患者の生命又は身体の健康が損なわれるおそれがあり、緊急に患者情報を共有

化しなければならない場合には、お薬手帳等への記載以外の方法により、随時患者

情報の共有化を図る。 

（２） 医薬関係者は、医薬品情報分類Ⅰに該当する医薬品情報について、当該医薬品を

使用する患者に該当するか否かを確認する。 

（３） 医薬関係者は、医薬品情報分類Ⅱに該当する医薬品情報について、当該医薬品を

使用する患者に該当するか否かを確認する。該当することを確認した場合、処方し

た医師又は歯科医師（以下「処方医」という。）は、必要に応じて当該患者へ情報提

供する。処方医以外の医薬関係者は、処方医と連携し必要に応じて当該患者へ情報

提供する。 

（４） 医薬関係者は、医薬品情報分類Ⅰ及びⅡに該当する新たな医薬品情報を収集した

ときは、規定期間内に医薬品情報責任者へ報告する。 

（５）  医薬関係者は、医薬品情報分類Ⅰに該当する新たな医薬品情報を収集したときは、

規定期間内に当該医薬品を使用している患者に該当するか否かを確認する。該当す

ることを確認した場合、処方医は当該医薬品の使用の可否について検討し、当該患

者へ情報提供するとともに、当該患者に関わる病院内及び病院外の医薬関係者へ情

報提供する。また、処方医以外の医薬関係者は処方医へ情報提供するとともに、処

方医と連携して必要に応じて当該患者へ情報提供する。 

（６） 医薬関係者は、患者に副作用等が発生したときは、製薬会社又は卸売会社へ情報

提供するとともに、必要に応じ厚生労働省への報告を行う。 

（７） 医薬関係者は、製薬会社又は卸売会社へ情報提供した副作用等情報及び厚生労働

省に報告した副作用等情報を規定期間内に医薬品情報責任者へ報告する。 

４ 手順書の作成 

（１） 病院は、本ガイドラインに示す医薬品の適正使用に係る連携体制を適正かつ円

滑に実施するため、次に掲げる手順を記載した連携業務手順書を作成する。ただ

し、既存の手順書等で対応する場合はこの限りではない。 

ア 医薬品情報の収集・管理・提供に関する手順 

イ 副作用等情報の収集・評価・提供・報告に関する手順 

ウ 患者に対する情報提供に関する手順 
エ 病院内及び病院外の医薬関係者間における患者情報の共有化に関する手順 

オ 記録の保存に関する手順 

 （２） 病院は、医局、調剤所、病棟等に、連携業務手順書を備え付ける。 

 （３） 病院は、連携業務手順書を作成し、又は改訂したときは、当該連携業務手順書

にその日付を記載し、これを保存する。 
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Ⅱ 診療所における体制の整備 
１ 医薬品情報責任者の設置及び業務 

（１） 診療所において、医薬品情報及び副作用等情報を一元的に取扱う者として医薬

品情報責任者を設置し、薬剤師から選任する。ただし、薬剤師を設置する必要の

ない診療所においては、医師、歯科医師から選任する。 

（２） 医薬品情報責任者は、次に掲げる業務を行う。 

  ア 医薬品情報の収集に使用する情報媒体の選択 

イ 製薬会社等から提供される医薬品情報（情報媒体）の収集、整理、保管、管理、

診療所内における医薬関係者への提供 

ウ イの業務のうち医薬品情報分類Ⅰ及びⅡに該当する新規情報の収集時における

迅速なる情報整理及び情報提供 

エ 診療所内の医薬関係者から製薬会社又は卸売会社へ情報提供した副作用等情報

及び厚生労働省へ報告した副作用等情報の収集、整理、保管、管理、診療所内にお

ける医薬関係者への提供 

２ 診療所内の医薬関係者の業務 

（１） 医薬関係者は、診療所内及び診療所外の医薬関係者と患者情報を共有化するため

に、次に掲げる業務を行う 

ア 医薬関係者は、患者所有のお薬手帳など医療に係る情報を記載できる帳票類（以

下「お薬手帳等」という。）に、現病歴、副作用歴について記載する。その他の患

者情報については、次に掲げる事項を参考として必要に応じて記載する。 
なお、お薬手帳等への記載にあたっては、必ず患者の同意を得ることとし、ま

た、お薬手帳等へ記載された患者情報の管理は、原則的に患者自身が行うことと

する。 

 ①既往歴 

 ②医薬品の服用歴 

 ③その他、臨床検査値など医薬品の適正使用にあたって必要な情報 

イ 医薬関係者は、他の医薬関係者、患者本人、看護人がお薬手帳等へ記載した患者

情報を確認する。 

ウ 医薬関係者は、患者がお薬手帳等を所有していない場合や、患者と相対していな

いが患者の生命又は身体の健康が損なわれるおそれがあり、緊急に患者情報を共有

化しなければならない場合には、お薬手帳等への記載以外の方法により、随時患者

情報の共有化を図る。 

（２） 医薬関係者は、医薬品情報分類Ⅰに該当する医薬品情報について、当該医薬品を

使用する患者に該当するか否かを確認する。 
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（３） 医薬関係者は、医薬品情報分類Ⅱに該当する医薬品情報について、当該医薬品を

使用する患者に該当するか否かを確認する。該当することを確認した場合、処方医

は、必要に応じて当該患者へ情報提供する。処方医以外の医薬関係者は、処方医と

連携し必要に応じて当該患者へ情報提供する。 

（４） 医薬関係者は、医薬品情報分類Ⅰ及びⅡに該当する新たな医薬品情報を収集した

ときは、規定期間内に医薬品情報責任者へ報告する。 

（５）  医薬関係者は、医薬品情報分類Ⅰに該当する新たな医薬品情報を収集したときは、

規定期間内に当該医薬品を使用している患者に該当するか否かを確認する。該当す

ることを確認した場合、処方医は当該医薬品の使用の可否について検討し、当該患

者へ情報提供するとともに、当該患者に関わる診療所内及び診療所外の医薬関係者

へ情報提供する。また、処方医以外の医薬関係者は処方医へ情報提供するとともに、

処方医と連携して必要に応じて当該患者へ情報提供する。 
（６） 医薬関係者は、患者に副作用等が発生したときは、製薬会社又は卸売会社へ情報

提供するとともに、必要に応じ厚生労働省への報告を行う。 

（７） 医薬関係者は、製薬会社又は卸売会社へ情報提供した副作用等情報及び厚生労働

省に報告した副作用等情報を規定期間内に医薬品情報責任者へ報告する。 

（８） 医薬関係者は、診療所内における医薬関係者の連携に関して定期的に協議すると

ともに、医薬関係者の連携に改善が必要な場合は、改善措置を実施する。 

３ 手順書の作成 

（１） 診療所は、本ガイドラインに示す医薬品の適正使用に係る連携体制を適正かつ

円滑に実施するため、次に掲げる手順を記載した連携業務手順書を作成する。た

だし、既存の手順書等で対応する場合はこの限りではない。 

ア 医薬品情報の収集・管理・提供に関する手順 
イ 副作用等情報の収集・評価・提供・報告に関する手順 

ウ 患者に対する情報提供に関する手順 

エ 診療所内及び診療所外の医薬関係者間における患者情報の共有化に関する手順 

オ 記録の保存に関する手順 
 （２） 診療所は、連携業務手順書を備え付ける。 

（３） 診療所は、連携業務手順書を作成し、又は改訂したときは、当該連携業務手順

書にその日付を記載し、これを保存する。 
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Ⅲ 薬局における体制の整備 
１ 医薬品情報責任者の設置及び業務 

（１） 薬局において、医薬品情報及び副作用等情報を一元的に取扱う者として医薬品

情報責任者を設置し、薬剤師から選任する。 

（２） 医薬品情報責任者は、次に掲げる業務を行う。 

  ア 医薬品情報の収集に使用する情報媒体の選択 

イ 製薬会社等から提供される医薬品情報（情報媒体）の収集、整理、保管、管理、

薬局内における薬剤師への提供 

ウ イの業務のうち医薬品情報分類Ⅰ及びⅡに該当する新規情報の収集時における

迅速なる情報整理及び情報提供 

エ 患者に発生した副作用等情報の処方医への情報提供 

オ 患者に発生した副作用等情報の製薬会社若しくは卸売会社への情報提供 

カ 患者に発生した副作用等情報の必要に応じた厚生労働省への報告 

キ 製薬会社又は卸売会社へ情報提供した副作用等情報及び、厚生労働省へ報告した

副作用等情報の収集、整理、保管、管理、薬局内における薬剤師への提供 

 ２ 薬剤師の業務 

（１） 薬剤師は、薬局内及び薬局外の医薬関係者と患者情報を共有化するために、次に

掲げる業務を行う 

ア 薬剤師は、患者所有のお薬手帳など医療に係る情報を記載できる帳票類（以下「お

薬手帳等」という。）に、副作用歴について記載する。その他の患者情報について

は、次に掲げる事項を参考として必要に応じて記載する。 

なお、お薬手帳等への記載にあたっては、必ず患者の同意を得ることとし、また、

お薬手帳等へ記載された患者情報の管理は、原則的に患者自身が行うこととする。 

 ①既往歴 

 ②医薬品の服用歴 

 ③その他、医薬品の適正使用にあたって必要な情報 

イ 薬剤師は、他の医薬関係者、患者本人、看護人がお薬手帳等へ記載した患者情報

を確認する。 

ウ 薬剤師は、患者がお薬手帳等を所有していない場合や、患者と相対していないが

患者の生命又は身体の健康が損なわれるおそれがあり、緊急に患者情報を共有化し

なければならない場合には、お薬手帳等への記載以外の方法により、随時患者情報

の共有化を図る。 

（２） 薬剤師は、医薬品情報分類Ⅰに該当する医薬品情報について、当該医薬品を使用

する患者に該当するか否かを確認する。 

（３） 薬剤師は、医薬品情報分類Ⅱに該当する医薬品情報について、当該医薬品を使用

する患者に該当するか否かを確認する。該当することを確認した場合は、処方医と
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連携し必要に応じて当該患者へ情報提供する。 

（４） 薬剤師は、医薬品情報分類Ⅰ及びⅡに該当する新たな医薬品情報を収集したとき

は、規定期間内に医薬品情報責任者へ報告する。 

（５） 薬剤師は、医薬品情報分類Ⅰに該当する新たな医薬品情報を収集したときは、規

定期間内に当該医薬品を使用している患者に該当するか否かを確認する。該当する

ことを確認した場合、処方医へ情報提供するとともに、処方医と連携して必要に応

じて当該患者へ情報提供する。 

（６） 薬剤師は、患者に副作用等が発生したことを知ったときは、規定期間内に当該副

作用等情報を医薬品情報責任者へ報告する。 

 ３ 手順書の作成 

（１） 薬局は、本ガイドラインに示す医薬品の適正使用に係る連携体制を適正かつ円

滑に実施するため、次に掲げる手順を記載した連携業務手順書を作成する。ただ

し、既存の手順書等で対応する場合はこの限りではない。 

ア 医薬品情報の収集・管理・提供に関する手順 

イ 副作用等情報の収集・評価・提供・報告に関する手順 

ウ 患者に対する情報提供に関する手順 

エ 薬局内及び薬局外の医薬関係者間における患者情報の共有化に関する手順 
オ 記録の保存に関する手順 

 （２） 薬局は、連携業務手順書を備え付ける。 

（３） 薬局は、連携業務手順書を作成し、又は改訂したときは、当該連携業務手順書

にその日付を記載し、これを保存する。 
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第２部 医薬品流通関係者間連携体制整備ガイドライン 
Ⅰ 卸売会社における体制の整備 
１ 卸売会社の業務及び体制 

（１） 卸売会社は、製薬会社からの依頼に基づき病院、診療所及び薬局へ医薬品情報

を提供する場合は、その実施結果について文書により製薬会社へ報告する。 

（２） 卸売会社は、病院、診療所及び薬局から副作用等に関する情報の提供を受けた

ときはこれを収集する。 

（３） 卸売会社は、収集した副作用等情報について製薬会社へ連絡する。 

（４） 卸売会社は、神奈川県を統括する支店若しくは営業所内又は本社において、上

記業務の実施及び管理を行う組織又は要員（以下「適正使用業務の管理部門」と

いう。）を整備する。ただし、既存の組織等で対応する場合はこの限りではない。 

２ 卸売医薬品情報責任者の設置と業務 

（１） 卸売会社の支店又は営業所等において、医薬品情報及び副作用等情報を一元的に

取扱う者として、卸売一般販売業の管理者である薬剤師を卸売医薬品情報責任者と

する。 

（２） 卸売医薬品情報責任者は、次に掲げる業務を行う。 

ア 製薬会社等から提供される医薬品情報の収集及び管理 

イ 医薬品情報のＭＳに対する伝達及び教育訓練 

ウ 製薬会社からの依頼により、病院、診療所及び薬局へ医薬品情報を提供した際の

ＭＳからの実施結果の取りまとめ及び適正使用業務の管理部門への報告 

エ 病院、診療所及び薬局から収集した副作用等情報の管理 

オ 副作用等情報の適正使用業務の管理部門への報告 

３ ＭＳの業務 

（１） ＭＳは、医薬品情報分類Ⅰに該当する医薬品情報を病院、診療所及び薬局に提供

するときは、情報分類Ⅰである旨を情報媒体に記載するなど、情報分類Ⅰである旨

を確実に伝達する手段を講じる。また、被提供者から、受領した旨の署名等を取得

するよう努める。 

（２） ＭＳは、製薬会社の依頼に基づき、病院、診療所及び薬局へ医薬品情報を提供し

たときは、情報提供した実施結果を卸売医薬品情報責任者へ報告する。 

 （３） ＭＳは、医薬品の供給時等に病院、診療所及び薬局から副作用等情報を収集し

たときは、卸売医薬品情報責任者へ報告する。 

４ ＭＳの教育訓練 

卸売会社は、ＭＳに対して、規定した業務を遂行するにあたり必要な医薬品の基礎

知識、医薬品の副作用、医薬品の製造販売後安全管理に関する業務、薬事法規等につ

いて、定期的に少なくとも年間２０時間以上の教育訓練を行う。なお、教育内容の習

得度を確認するために、考査等を実施することが望ましい。 
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５ 手順書の作成 

（１） 卸売会社は、本ガイドラインに示す医薬品の適正使用に係る連携体制を適正か

つ円滑に実施するため、次に掲げる手順を記載した連携業務手順書を作成する。

ただし、既存の手順書等で対応する場合はこの限りではない。 

ア 医薬品情報の収集・管理・提供に関する手順 
イ 副作用等情報の収集・報告に関する手順 

ウ ＭＳに対する教育訓練に関する手順 

エ 医薬品情報提供の依頼に対する応需に関する手順 

オ 記録の保存に関する手順 
 （２） 卸売会社は、適正使用業務の管理部門及び支店又は営業所等に、連携業務手順

書を備える。 

 （３） 卸売会社は、連携業務手順書を作成し、又は改訂したときは、当該連携業務手

順書にその日付を記載し、これを保存する。 
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Ⅱ 製薬会社における体制の整備 
１ 製薬会社の業務及び体制 

（１） 製薬会社は、ＭＲに医薬品情報分類Ⅰに該当する医薬品情報を病院、診療所及

び薬局に提供させるときは、情報分類Ⅰである旨を情報媒体に記載するなど、情

報分類Ⅰである旨を確実に伝達する手段を講じさせる。また、被提供者から、受

領した旨の署名等を取得させるよう努める。 

（２） 製薬会社は、本社又は神奈川県を統括する支店若しくは営業所内において、上

記業務及び卸売会社との連携を行うにあたり必要な組織又は要員を整備する。た

だし、既存の組織等で対応する場合はこの限りではない。 

（３） 製薬会社は、上記以外の医薬品の適正使用に係る業務及び体制について、医薬

品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令

に従って実施する。 

２ 卸売会社との連携体制 
（１） 製薬会社は、ＭＲによる医薬品情報の提供が十分に行えない病院、診療所及び

薬局が想定される場合においては、卸売会社へ当該情報の提供を依頼して、医薬

品情報の提供に努める。 

（２） 製薬会社が卸売会社へ医薬品情報の提供業務を依頼する場合は、両者の本社、支

店、営業所のいずれかの間で、依頼と応需に係る文書による取り決めを交わすよう

努める。 
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別 表 

医 薬 品 情 報 分 類 

記載項目 記載事項（医療用医薬品の使用上の注意記載要領による） 情報分類 

効能又は効果（関連する注意を含む） 承認を受けた効能又は効果を記載 Ⅰ 

用法及び用量（関連する注意を含む） 承認を受けた用法及び用量を記載 Ⅰ 

警告 

致死的又は極めて重篤かつ非可逆的な副作用が発現する

場合、又は副作用が発現する結果極めて重大な事故につな

がる可能性があって、特に注意を喚起する必要がある場合

に記載 

Ⅰ 

禁忌（原則禁忌を含む） 
患者の症状、原疾患、合併症、既往歴、家族歴、体質、併

用薬剤等からみて投与すべきでない患者を記載 
Ⅰ 

慎重投与 

患者の症状、原疾患、合併症、既往歴、家族歴、体質、併

用薬剤等からみて、他の患者よりも副作用による危険性が

高いため、投与の可否の判断、用法及び用量の決定等に特

に注意が必要である場合、又は、臨床検査の実施や患者に

対する細かい観察が必要とされる場合に記載 

Ⅱ 

重要な基本的注意 

重大な副作用又は事故を防止する上で、用法及び用量、効

能又は効果、投与期間、投与すべき患者の選択、検査の実

施等に関する重要な基本的注意事項がある場合に記載 
Ⅱ 

併用禁忌 Ⅰ 

併用注意 

他の医薬品を併用することにより、当該医薬品又は併用薬

の薬理作用の増強又は減弱、副作用の増強、新しい副作用

の出現又は原疾患の増悪等が生じる場合で、臨床上注意を

要する組合せを記載 Ⅱ 

重大な副作用 Ⅰ 

その他の副作用 

医薬品の使用に伴って生じる副作用等を「重大な副作用」

と「その他の副作用」に区分して記載 
Ⅱ 

高齢者への投与 
臨床試験、市販後調査又は薬物動態等の具体的なデータか

ら高齢者に投与した場合の問題が示唆される場合に記載 
Ⅲ 

妊婦、産婦、授乳婦等への投与 

用法及び用量、効能又は効果、剤形等から妊婦、産婦、授

乳婦等の患者に用いられる可能性があって、他の患者と比

べて、特に注意する必要がある場合や、適正使用に関する

情報がある場合に記載 

Ⅲ 

小児等への投与 小児等に特殊な有害性を有すると考えられる場合に記載 Ⅲ 

臨床検査結果に及ぼす影響 

医薬品を使用することによって、臨床検査値が見かけ上変

動し、しかも明らかに器質障害又は機能障害と結びつかな

い場合に記載 
Ⅲ 

過量投与 過量投与の例があれば記載 Ⅲ 

適用上の注意 

投与経路、剤形、注射速度、投与部位、調製方法、薬剤交

付時等に関し、必要な注意を適切な標題をつけて具体的に

記載 

Ⅲ 

使
用
上
の
注
意 

その他 
評価の確立していない文献、報告であっても重要な情報は

これを正確に要約して記載 
Ⅲ 

分類しようとする医薬品情報の設定根拠が副作用の発生に基づく場合は、「情報分類Ⅱ」の情報を「情報分類Ⅰ」として扱い、「情

報分類Ⅲ」の情報を「情報分類Ⅱ」として扱う。 



14 

            平成１５年度 

神奈川県医薬品適正使用推進体制整備検討委員会 

遠藤 浩良（会長）    帝京大学薬学部 名誉教授     

加藤 勲         神奈川県医師会 副会長      

富田 恭弘        神奈川県病院協会 副会長 

高橋 紀樹        神奈川県歯科医師会 専務理事   

田中 英昭        神奈川県薬剤師会 副会長     

依田 啓司        神奈川県病院薬剤師会 理事    

松尾 伸一        神奈川県医薬品卸業協会 理事長 

森  茂         神奈川県医薬品メーカー連絡協議会 

堀口 一弘        神奈川県立足柄上病院 院長    

医薬関係者間連携体制整備検討専門委員会       医薬品流通関係者間連携体制整備 
                      検討専門委員会 

○遠藤 浩良 帝京大学薬学部 名誉教授     川村 雅啓 神奈川県薬剤師会 常務理事 

内田 健夫 神奈川県医師会 理事      ○柳川 忠二 神奈川県病院薬剤師会 副会長 

石井 理美 神奈川県薬剤師会 理事      松村 裕  神奈川県医薬品卸業協会 

依田 啓司 神奈川県病院薬剤師会 理事    吉富 章一 神奈川県医薬品メーカー 

井上 清孝 神奈川県立足柄上病院 技幹                  連絡協議会 

 ○委員長                      ○委員長 
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神奈川県医薬品適正使用推進体制整備モデル評価委員会 

遠藤 浩良（会長）    帝京大学薬学部 名誉教授     

加藤 勲         神奈川県医師会 副会長      

近藤 脩         神奈川県病院協会 副会長 

高橋 紀樹        神奈川県歯科医師会 専務理事   

田中 英昭        神奈川県薬剤師会 副会長     

依田 啓司        神奈川県病院薬剤師会 副会長    

堀越 広         神奈川県医薬品卸業協会 理事長 

遠藤 道雄        神奈川県医薬品メーカー連絡協議会 

堀口 一弘        神奈川県立足柄上病院 院長 
 

医薬品副作用情報評価検討専門委員会       医薬品適正使用モデル事業連携専門委員会 

○加藤 勲   神奈川県医師会 副会長     ○石井 理美 小田原薬剤師会 会長 

内田 健夫  神奈川県医師会 理事       高橋 幸夫 神奈川県医薬品卸業協会 

田中 恒明  神奈川県薬剤師会         田島 清行 神奈川県医薬品メーカー 

依田 啓司  神奈川県病院薬剤師会 副会長                 連絡協議会 

牧野 加代子 神奈川県医薬品メーカー      高柳 宏  神奈川県立足柄上病院 技幹 

                  連絡協議会 
○委員長                       ○委員長 
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